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施策の方針 主な取組

1 創業支援

1 成長産業の育成

2 ツーリズムの振興と商業の活性化

1 企業立地の推進

1 公設地方卸売市場の機能向上

（１）創業の促進

（２）成長産業の育成・振興

（１）企業立地の推進

（２）流通拠点の活用促進

（１）経営基盤の強化

（２）工業、商業・サービス業の活性化

（３）地域資源の活用促進と販路拡大の支援

（１）就労支援

（２）勤労者福祉の充実

2 大分港大在公共埠頭を中心とする港湾施設の活用促進

3 大分流通業務団地の活用促進

1 高度化・効率化の促進

2 事業継続の支援

1 工業の活性化

2 商業・サービス業の生産性向上

3 魅力ある商店街づくり

1 地場産業の育成

2 農林水産物の活用促進

3 販路拡大の支援

1 就労機会の拡大

2 技能習得の支援と若年者の職業観の形成支援

1 福利厚生の充実

2 労働環境の整備促進

１．新たな産業の創出

２．産業集積の推進

４．就労支援と
勤労者福祉の充実

３．企業の事業継続力・
競争力の強化



第５章　基本施策 ▶２．産業集積の推進　　39

総　
論

各　
論

１
．新
た
な
産
業
の
創
出

２
．産
業
集
積
の
推
進

４
．就
労
支
援
と
勤
労
者
福
祉
の
充
実

資
料
編

３
．企
業
の
事
業
継
続
力・競
争
力
の
強
化

…………………………………………………………………………………………………………………………
現状とめざす方向性

…………………………………………………………………………………………………………………………
　本市は、1964（昭和39）年の新産業都市の指定を機に、臨海部には鉄鋼、石油化学、銅の精錬など、
内陸部にはITや半導体をはじめとする精密機械などの企業が進出しており、このような進出企業に関
連する中小企業等も数多く集積し、その結果、「2019（令和元）年工業統計調査（経済産業省）」によ
ると、本市の年間製造品出荷額は２兆８千７百億円で、九州で第１位、全国では第13位と非常に高い
水準となっています。
　また、商業やサービス業等においては、1964（昭和39）年に比べ人口が倍増したことや個人の価値
観が多様化・高度化したことに伴い、多彩な企業活動が展開されるようになっています。
　しかしながら、近年、少子高齢化の進行や人口減少社会の到来に加え、新型コロナウイルス感染症の
拡大等により、産業全体が大きな影響を受けており、事業所数は減少傾向にあります。また、経済の
グローバル化が進み、市場競争は激化していることから、本市の中小企業等の競争力を高めるとともに、
産業全体の幅と厚みを増していくため、新たな企業立地を促進することが必要となっています。（図表19）
　こうした中、「食」の流通拠点機能を有する大分市公設地方卸売市場、物流のコンテナ化や
RORO船（※30）を利用したモーダルシフト（※31）が進み、役割がますます重要となる大分港大在公共
埠頭をはじめ、東九州自動車道の宮崎以北が開通したことに伴い物流拠点として利便性が向上した大分
流通業務団地など、各流通拠点の活用促進を図ります。（図表20、21）
　また、本市の九州の東の玄関口としての機能を強化するため、中九州横断道路の全線開通に向けた機
運の醸成を図ります。
　こうした取組を通じ、本市経済を支える産業集積を積極的に推進します。（P.107-図表12、13、P.108-
図表14、15、P.109-図表16）

大分県内の企業立地件数の推移（図表19）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

30　「RORO船」とは、「Roll on／Roll off Ship」の略で、フェリーのようにランプ（自動車斜路）を備え、トレーラーなどの車両を収納
する車両甲板を持つ貨物船のこと。搭載される車両はクレーンなどに頼らず自走で搭載・揚陸できる。

31　「モーダルシフト」とは、トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換することをい
います。（出典：国土交通省）

資料：大分県企業立地推進課
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t

大分市公設地方卸売市場の取扱高・取扱金額の推移（図表20）

大在公共埠頭の大分発シャーシ台数の推移（図表21）

資料：大分市公設地方卸売市場

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

億円

1977
（S52）

1982
（S57）

1987
（S62）

1992
（H4）

1997
（H9）

2002
（H14）

2007
（H19）

2012
（H24）

2017
（H29）

年

取扱高

取扱金額

年
0

台

資料：大分県港湾課

2011
（H23）

7,628

2012
（H24）

8,348

2013
（H25）

8,019

2014
（H26）

8,107

2015
（H27）

7,512

2016
（H28）

8,737

2017
（H29）

14,002

2018
（H30）

23,334

2019
（R1）

30,286

2020
（R2）

27,971

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000



総　
論

各　
論

１
．新
た
な
産
業
の
創
出

２
．産
業
集
積
の
推
進

４
．就
労
支
援
と
勤
労
者
福
祉
の
充
実

資
料
編

第５章　基本施策 ▶２．産業集積の推進　　41

３
．企
業
の
事
業
継
続
力・競
争
力
の
強
化

（１）企業立地の推進
　大分市企業立地促進条例（※32）に基づく助成制度を実施するほか、これまで以上に大分県や関係機関
との連携を強化し、企業立地に係る情報収集や本市の魅力ある立地環境についての情報発信、積極的な
誘致活動等を行い、域外からの企業立地を推進します。

1 企業立地の推進
これまでの取組と今後の課題
　企業の立地を推進することは、税収の増加や雇用の拡大、それに伴う若年層の地域定着や人口減少の
抑制、さらには、誘致企業の経済活動に伴う中小企業等への経済効果の波及など、地域経済を活性化す
る上で非常に有効です。
　本市においては、2004（平成16）年６月に大分市企業立地促進条例を施行し、本市へ新たに立地す
る企業や既存企業の設備投資、従業員の雇用に対し必要な助成措置を行ってきました。また、都市間競
争に対応できるよう、適宜、助成要件や工場立地法の緑地規制の緩和などの見直しを行い、企業立地の
取組を積極的に進めてきました。
　さらに、2015（平成27）年度からは、若者や女性の新たな雇用の場を創出するソフトウェア業やイ
ンターネット附随サービス業などのデジタル関連企業、BPO（※33）やコールセンターの業務などを行う
企業の誘致に向けた補助制度を制定するとともに、本社機能を都市圏より移転する企業に対する固定資
産税の不均一課税（軽減措置）制度を、2016（平成28）年度には、本社機能移転促進助成制度を創設、
2018（平成30）年度には、地域未来牽引事業計画が国に認定された企業に対する固定資産税の減免制
度を創設するなどにより、積極的な誘致活動を行ってきました。
　その結果、2004（平成16）年度から2020（令和２）年度までの間、企業の新設・増設・移設によ
り本市の助成制度の対象になった企業は145件で、約2,506億円の設備投資が行われ、2,728人の新た
な雇用が創出されました。
　今後については、本市からの転出者の抑制と転入者の増加や新たな雇用の創出などにつながり、成長
産業として期待される宇宙、航空機関連産業などに関連した企業の誘致に積極的に取り組むとともに、
企業の誘致に向けた各種制度を充実させながら、大分県や他の市町村、関係機関と連携を強化して企業
誘致を進めることが必要となっています。
　また、企業立地の受け皿となる産業用地についても年々不足しており、その確保や整備が課題となっ
ています。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

32　「大分市企業立地促進条例」とは、本市における企業の立地を促進するため、2004（平成16）年6月に施行された条例。企業の立地に
必要な助成措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、本市の経済の発展及び市民生活の向上に資することを
目的とする。

33　「BPO（Business Process Outsourcing）」とは、総務・経理・人事業務における非コアな業務のビジネス・プロセスを外部へアウト
ソーシングすることを指す。（出典：経済産業省「BPO研究会報告書」）
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具体的な取組例具体的な取組例

具体的な取組例具体的な取組例

具体的な取組例具体的な取組例

課題解決のため取り組む事業
●成長産業として期待される企業の誘致
　中小企業等の活躍の場を広げ、本市産業の厚みを増すため、世界の経済情勢とともに変化する各産
業の動向を把握し、今後、成長が見込まれる宇宙、航空機関連産業やデジタル産業などの企業の誘致
や本社機能の地方移転が見込める企業誘致に積極的に取り組みます。
　こうした企業誘致の取組を通じて、新たな産業の集積を図るため、必要に応じて用地の確保や道路
の整備等を行います。

■医療関連産業、ロボット関連産業、宇宙、航空機関連産業、デジタル産業、次世代モビリティ関連
産業、クリエイティブ産業、水素社会実現のための各種産業の企業誘致

■研究開発部門や調査・企画部門等の企業の本社機能の誘致
■必要に応じた用地の確保や道路の整備

●多様なライフスタイルを有する人材が活躍できる企業の誘致
　少子高齢化が進行し労働力人口が減少するとともに、個人の価値観やライフスタイルの多様化が進
む中、今後の経済成長を支える人材の確保が求められています。
　こうしたことから、多様な価値観やライフスタイルを持つ人材がそのニーズに応じた働き方で活躍
できる様々な企業を誘致します。

■大分市企業立地促進条例に基づく企業の誘致
■ソフトウェア業や情報処理・提供サービス業などを行う企業の誘致
■BPOやコールセンターなどの事業を行う企業の誘致

●企業満足度のアップ
　企業立地に際しては企業のニーズを的確に把握し、立地を促す支援制度を見直すことでさらなる誘
致を進めます。また、立地企業に対する各種手続きのワンストップサービスの充実や許認可手続きの
迅速化、これまでに進出してきた企業に対する訪問強化やきめ細かなフォローアップなどについても、
大分県や他の市町村等と一体となった取組を進めます。

■企業立地に関する補助制度の充実
■立地に際してのワンストップサービスによる手続きの迅速化
■大分県や市町村等と連携した進出企業へのフォローアップ
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具体的な取組例具体的な取組例

●魅力ある企業立地環境の情報発信
　本市には、世界に誇る新産都企業群をはじめとした大企業と、多様な分野で活躍する多くの中小企
業等がバランスよく立地しています。また、それを支える優れた人材、宮崎以北の東九州自動車道の
全線開通に伴い向上した物流環境、充実した教育・研究環境、優れた子育て環境などは、企業が立地
するに際し非常に魅力的なものであり、大きな可能性を秘めています。
　このような恵まれた条件を生かし、大分県と連携し積極的に情報発信することで、新たな企業誘致
につなげます。

■企業誘致パンフレット、ホームページの作成及びこれらを活用した情報発信
■大分市東京事務所を活用した積極的な誘致活動の実施
■大分県との情報共有及び情報発信における連携
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具体的な取組例具体的な取組例

（２）流通拠点の活用促進
　公設地方卸売市場は、市民へ生鮮食料品等を安定的かつ効率的に供給するための機能を備えた重要な
流通拠点であることから、市場機能の向上を図ります。
　また、大分港大在公共埠頭を中心とする港湾施設及び大分流通業務団地については、本市における流
通拠点と位置付け、これらの機能の向上、活用促進及び連携強化を図ります。

1 公設地方卸売市場の機能向上
これまでの取組と今後の課題
　卸売市場は、集荷・分荷、価格形成、代金決済、情報受発信などの機能を備えており、市民へ生鮮食
料品等を安定的かつ効率的に供給する流通拠点としての役割を担っています。
　近年、急速に少子高齢化が進み人口減少社会を迎えるなど社会構造が変化する中、消費者ニーズや流
通構造の多様化が進み、卸売市場を取り巻く環境が大きく変化しており、市場の取扱量は減少の一途を
たどっています。
　そのため、2006（平成18）年には、中央卸売市場から地方卸売市場に転換（※34）し、2020（令和
２）年６月には、卸売市場法の改正に合わせ、大分市公設地方卸売市場業務条例の改正を行うなど、市
場取引の自由度を高め、活性化をより一層進めたところです。
　このような中、市民の「食」の安全・安心に対する意識は高く、公設地方卸売市場が、今後も生鮮食
料品等の流通における基幹的インフラとしてその使命を果たしていくことは、市民生活はもとより、食
品関連産業の活性化のためにも大変重要であり、流通拠点として健全に発展し、その期待に応えること
が求められています。

課題解決のため取り組む事業
●市場の機能向上と活性化
　「食」の安全・安心を確保するため、温度管理施設の整備により品質管理を徹底するなど、流通拠
点としての機能向上を図ります。
　また、市場の市民への一般開放やデジタルを活用した情報発信等を通じて、地元産食材をはじめと
した生鮮食料品等の消費拡大を推進するとともに、関係機関と連携して、「大分の食文化の拠点づく
り」（※35）について調査・研究するなど、市場の活性化を図ります。

■施設整備の推進
■市場開放の促進
■デジタルを活用した情報発信の充実
■「大分の食文化の拠点づくり」にかかる調査・研究

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

34　2004（平成16）年に卸売市場法の一部改正が行われ市場の再編を円滑に進めるための規定が整備されたことに伴い、卸売業者をはじ
めとする市場関係業者の業務規制を緩和し、地域の特性に応じた取引を推進するため中央卸売市場から地方卸売市場へ転換した。

35　「大分の食文化の拠点づくり」とは、公設地方卸売市場を本市産の安全・安心・新鮮な農林水産物を活用した食の魅力を発信する拠
点として整備し、にぎわいの創出を図ろうとするものである。



総　
論

各　
論

１
．新
た
な
産
業
の
創
出

２
．産
業
集
積
の
推
進

４
．就
労
支
援
と
勤
労
者
福
祉
の
充
実

資
料
編

第５章　基本施策 ▶２．産業集積の推進　　45

３
．企
業
の
事
業
継
続
力・競
争
力
の
強
化

2 大分港大在公共埠頭を中心とする港湾施設の活用促進
これまでの取組と今後の課題
　大分港大在コンテナターミナルでは、1996（平成８）年の供用開始以来、外貿定期コンテナ航路と
して、韓国航路、中国航路、韓国・中国航路、台湾航路が就航し、国際フィーダー航路（※36）として、
神戸航路が就航しています。これまで、大型クレーン等の港湾施設使用料に対する減免や、遠隔地域か
らの貨物集荷、他の港から大分港大在コンテナターミナルへの利用転換に対する補助制度など、利便性
向上のための取組を進めてきました。
　また、RORO船発着バースには、関東方面へのRORO船定期航路が九州最多の２航路・週９便就航
するとともに、世界のハブ港（※37）である韓国の釜山港や中国の上海港などでのトランシップ（積み替
え）により、大分港は東アジア・東南アジアをはじめ、世界各地の港と結ばれています。
　博多港や北九州港など他の流通港湾との競争が激化する中、九州の東の玄関口であるという立地特性
を生かし、今後も変化する海運市場や荷主・船社のニーズに合わせた効率的かつ効果的なポートセール
スによる大分港の利用貨物の増加や新規航路の開拓などに、関係機関との連携をこれまで以上に強化し
て取り組んでいかなければなりません。
　また、東九州自動車道の全線開通や中九州横断道路の整備などにより、交通の利便性が高まったこと
を踏まえ、東九州における国際物流拠点としての競争力強化を図るため、大分港の集荷力のさらなる向
上に取り組む必要があります。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

36　「国際フィーダー航路」とは、主要港と国内各地を結ぶ外貿コンテナの国内2次輸送航路。（出典：国土交通省「国際海上輸送網の基
盤の強化」）

37　「ハブ港」とは、各地からの航路が集中し、目的地となる他の港へ貨物を中継する機能を備えた地域の拠点となる港。
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具体的な取組例具体的な取組例

課題解決のため取り組む事業
●関係機関と連携した大分港大在公共埠頭を中心とする港湾施設の利用促進
　現在、大在西地区においては、貨物需要の増大に伴うRORO船の大型化等に対応するため、国の
直轄事業として、岸壁の整備や泊地の浚渫等、港湾施設の整備が進められています。
　本市は、大分港大在公共埠頭を中心とした良好な流通環境の維持・発展を図るため、大分県ポート
セールス実行委員会（※38）や大分県RORO船利用促進協議会（※39）に参画し、県内外での利活用セミ
ナーの開催や荷主・船社等の訪問などを通して、新規航路の誘致や既存航路の維持、国際貿易港とし
ての体制の整備・強化を図っていきます。
　また、南海トラフ地震による津波等の被害が危惧される中、関係機関と連携し、地震・津波対策の
促進について、引き続き国に要望していくとともに、さらなる利便性向上のため、中九州横断道路の
全線開通に向けた機運の醸成に取り組み、九州の東の玄関口としての機能強化につなげていきます。

■大分県や関係機関と連携した国内外の荷主・船社へのポートセールス実施による既存航路の維持及
び新規航路の開設の促進

■大分港大在コンテナターミナルの遠隔地域からの貨物集荷や他の港からの利用切り替えに対する支援
■大分発のRORO船を利用したモーダルシフトへの取組に対する支援
■大分港大在公共埠頭と大分流通業務団地の連携による物流の効率化
■中九州横断道路の全線開通に向けた関係団体等との連携強化と機運の醸成

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

38　「大分県ポートセールス実行委員会」とは、大分港大在コンテナターミナルの東九州における国際物流拠点としての発展を目指して、
県、市、民間一体となった効率的且つ効果的なポートセールスを行うための組織。（出典：大分県ポートセールス実行委員会設置要綱）

39　「大分県RORO船利用促進協議会」とは、大分港大在地区の物流拠点化を進めるため、定期RORO船航路を核として、国内物流の幹
線経路となることを目指して、利用促進を図ることを目的とした組織。（出典：大分県RORO船利用促進協議会規約）
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具体的な取組例具体的な取組例

3 大分流通業務団地の活用促進
これまでの取組と今後の課題
　大分流通業務団地は、陸路による物流が増加する状況の中、東九州自動車道大分宮河内インターチェ
ンジや大分港大在コンテナターミナルへの交通アクセスが優れた佐野地区に、都市の流通機能の向上を
目的として、大分県によって整備されました。
　これまで、2001（平成13）年度に１工区（44区画）、翌年の2002（平成14）年度には２工区
（35区画）を造成、分譲してきました。さらに2014（平成26）年度には、区画道路を整備し、３工
区（15区画）の分譲を開始しています。2020（令和２）年度末では81区画に52社が進出し、全敷地
の78.7％が分譲済みとなっています。
　2016（平成28）年４月に東九州自動車道の宮崎以北が開通、2020（令和２）年度に大分港大在西
地区における複合一貫輸送ターミナル整備事業に着手、2021（令和３）年度より中九州横断道路の調
査に着手するなど、物流拠点としての魅力のさらなる向上が見込まれています。
　その一方で、大分流通業務団地の未分譲地が少なくなっていることから、新たな企業立地の受け皿と
なる産業用地の確保や整備が必要となっています。

課題解決のため取り組む事業
●交通アクセスの優位性を生かした企業立地の推進
　大分県や関係機関との連携による流通業を中心とした企業誘致活動や、これまで進出してきた企業
に対するきめ細かなフォローアップを実施するとともに、大分宮河内インターチェンジや大分港大在
コンテナターミナルへのアクセスの優位性を発信し、さらなる流通業務の集積を図ります。

■企業立地に関する補助制度の充実
■企業誘致パンフレット、ホームページの作成及びこれらを活用した情報発信
■大分県との連携による情報共有、発信及び積極的な誘致活動の実施
■立地に際してのワンストップサービスの充実及び手続きの迅速化
■大分県と連携した進出企業へのフォローアップ
■企業立地の受け皿となる産業用地の確保や整備
■中九州横断道路の全線開通に向けた関係団体等との連携強化と機運の醸成

■目標設定

産業集積の推進

指　標　名基本施策 現　状　値
（2020年度実績）

誘致企業件数 19件／年 60件
（５年間の累計）

目　標　値
（2026年度見込）

①

２
大在公共埠頭の
大分発シャーシ（※40）台数 27,971台／年 63,600台／年②

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

40　「シャーシ」とは、海上コンテナや鉄道コンテナを陸上輸送する際に積載する車輪付きの台車のこと。このシャーシにコンテナが積
載された状態をトレーラーと呼び、トレーラー（シャーシ）そのものに動力はなく、トラクターに牽引されることで貨物を運搬する
車両として成立する。


